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改 正 後 改 正 前

名 称 区 域 存続期間 面 積

鳥取銃猟

禁止区域

略

布勢桂見

銃猟禁止

区域

略

大山銃猟

禁止区域

西伯郡伯耆町小林字五

反田 、 及

、

字頭 原 、

及

、字頭 、

、 、 、 、

及 、字堤谿

及

、字五反田 、

及 、

字向南原

、

及

、字南原

、

、

、 、

及 並 字

南原上

並 金屋谷字水

無原 、 、

、

、 、

、 、

、 、 、

、 、

、 、

、

平成 年

月 日

平成

年 月

日

ー

名 称 区 域 存続期間 面 積

鳥取猟銃

禁止区域

略

布勢桂見

猟銃禁止

区域

略

大山猟銃

禁止区域

西伯郡岸本町小林字五

反田 、 及

、

字頭 原 、

及

、字頭 、

、 、 、 、

及 、字堤谿

及

、字五反田 、

及 、

字向南原

、

及

、字南原

、

、

、 、

及 並 字

南原上

並 、日野郡溝

口町金屋谷字水無原

、 、 、

、

、

、 、

、

、 、 、

、 、 、

平成 年

月 日

平成

年 月

日

ー
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次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 。

16 12 28



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号16 12 28 200 3

13 1691 14

1692 1692

67

1691 13 1691

14 1692

1692 67

14

11

24 10

31

3 6 0 14

11

24 10

31

3 6 0

及 並 字

宝殿原

略

、 及

並 字宝殿原

略

改 正 後 改 正 前

名称 区 域 存続期間 面 積

略

三部野銃

猟禁止区

域

西伯郡伯耆町三部地内

町道三部野線 伯耆町

南部町 境界 交

点 起点 、同所

同境界 北東 進 、県

道溝口伯太線 至 、同

県道 南東 進 、県道

日野溝口線 至 、同県

道 南方及 西方 進 、

町道三部野線 至 、同

町道 北方 進 起点

至 線 囲 一円

地域

平成 年

月 日

平成

年 月

日

ー

略

名称 区 域 存続期間 面 積

略

三部野銃

猟禁止区

域

日野郡溝口町三部地内

町道三部野線 溝口町

西伯郡南部町 境界

交点 起点 、同

所 同境界 北東 進

、県道溝口伯太線 至

、同県道 南東 進 、

県道日野溝口線 至 、

同県道 南方及 西方

進 、町道三部野線 至

、同町道 北方 進

起点 至 線 囲

一円 地域

平成 年

月 日

平成

年 月

日

ー

略

び びに

から

まで

で び

びに

から まで

の と

と との との

を とし から

を に み

に り

を に み

に り

を び に み

に り

を に み に

る に まれた の

から

まで

ヘ ク

タ

ル

の と

と との

との を とし

から を に

み に

り を に み

に り

を び に

み に

り を に み

に る に まれた

の

から

まで

ヘ ク

タ

ル

－

－１ －

－ －

－

１ －

１ １

鳥取県告示第 号

鳥取県告示第 号

1023

1024

平成 年鳥取県告示第 号（銃猟禁止区域 設定 ） 一部 次 改正 、平成 年 月 日

施行 。

平成 年 月 日
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次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 。
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改 正 後 改 正 前

規制地域

鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、岩美郡岩美町、

八頭郡郡家町、船岡町、八東町及 智頭町、東伯郡三

朝町、関金町、北条町、大栄町、湯梨浜町及 琴浦町

並 西伯郡日吉津村、淀江町、大山町、名和町、中

山町、南部町及 伯耆町 区域 別図 示 地域

略

規制地域

鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、岩美郡岩美町、

八頭郡郡家町、船岡町、八東町及 智頭町、東伯郡三

朝町、関金町、北条町、大栄町、湯梨浜町及 琴浦町

並 西伯郡岸本町、日吉津村、淀江町、大山町、名

和町、中山町及 南部町 区域 別図 示 地域

略

１

２

１

２

び

び

びに

び の のうち に す

び

び

びに

び の のうち に す
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古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています
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次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 。
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